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１ 本手引きについて  

 不適正保管等による生活環境保全上の支障の発生の未然防止と拡大防止を確

実にするため、対象となる事業者（「２ 届出対象」を参照）について、（特別管

理）産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物を保管する

ときは、あらかじめ、市長に届け出ることが義務づけられています。 

本 手 引 き は 、本 市 に お け る 当 該 制 度 に 関 す る 届 出 に つ い て 説 明 す る

た め の 手 引 き と な り ま す 。  

２ 届出対象  

本市内において、次の(1)､(2)､(3)の全ての要件を満たす産業廃棄物の保管を

行おうとする事業者は、あらかじめ、産業廃棄物事業場外保管届出書（様式第２

号の４）を横浜市長に提出しなければなりません（法第 12 条第３項前段）。 
 

(1) 事業者が産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物

を保管する場合 

→事業場の外とは、産業廃棄物を生じた事業場と保管場所が空間的に

同一のものと考えられない場所のことをいいます。 

(2) 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を保管する場合 

    →建設工事とは、土木建築に関する工事（建築物その他の工作物の全部

又は一部を解体する工事を含む。）のことをいいます。 

(3) 保管の用に供される場所の面積が 300m2 以上の場合 

    →面積の算定の考え方は、本手引き「３ 面積の考え方」を参照してく

ださい。 

※ 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、元請業者が事業者とな

るため（法第 21 条の３第１項）、元請業者が届出を行う必要があります。 

※ 特別管理産業廃棄物を保管する場合も、同様に特別管理産業廃棄物事業

場外保管届出書（様式第２号の 10）を提出する必要があります（法第 12

条の２第３項前段）。 

※ 次に掲げる保管については、本制度による届出対象から除外されていま

す（規第８条の２の２第１号～４号、規第８条の 13 の３第１号～４号）。  

【参考】関連通知 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」 

（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長（通知）環廃対発第 110204004 号・
環廃産発第 110204001 号、平成 23 年 2 月 4 日） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」 

（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・産業廃棄物課長（通知）
環廃対発第 110204005 号・環廃産発第 110204002 号、平成 23 年 2 月 4 日） 
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 （特別管理）産業廃棄物収集運搬業者又は（特別管理）産業廃棄物処

分業者の事業の用に供される施設（保管の場所を含む。）において行

われる保管 

 法第 15 条第１項に規定する産業廃棄物処理施設において行われる

保管 

 法第 12 条の７第１項の認定を受けた者が行う当該認定に係る産業

廃棄物の保管 

 ＰＣＢ特別措置法第８条第１項（同法第 15 条において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定による届出に係るＰＣＢ廃棄物の保管 

 

３ 面積の考え方  

（１） 処理基準（保管）では、保管場所の周囲に囲いを設けることが規定され

ているため、囲い※で囲まれた内側の面積が保管面積となります。 

   ※ 囲いとは、保管する（特別管理）産業廃棄物の荷重が直接囲いにかか

る場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であるもの（例えば、

よう壁など）に限ると規定されており、ロープや白線を引いただけで

は、区域の明示に過ぎないため、面積を算定するための囲いとはみな

しません。 

（２） 敷地内に囲いがない場合の保管面積は、土地全体の面積から建物など

（空間的に廃棄物を保管することができない建物及び一部の工作物）の

面積を除いた場所の面積となります。 

なお、敷地内に駐車場がある場合は、空間的に駐車場で廃棄物を保管す

ることができるため、駐車場部分の面積は保管面積から除くことはでき

ません。 

 

面積の考え方（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管予定場所（100m2） 

敷地面積 300m2 

囲い (よう壁 )

有り 

囲いがあるため、保管場所の

面積は 100 ㎡となります。 

⇒届出不要 
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敷地面積 300m2 

敷地面積 300m2 

敷地面積 300m2 

建物 

（50m2） 

囲いなし 保管予定場所（100m2） 

囲いなし 

囲い有り 

保管予定場所（100m2） 

保管予定場所（100m2） 

囲いなし 

保管予定場所（100m2） 

敷地面積 300m2 

保管予定場所の面積は 100 ㎡

ですが、囲いがないため、敷

地全体が保管の用に供され

る場所であり、保管場所の面

積は 300 ㎡となります。 

⇒届出必要 

敷地面積(300 ㎡)から建物の

面積(50 ㎡)を除いた面積が

保管場所の面積(250 ㎡)とな

ります。 

⇒届出不要 

なお、駐車場は敷地面積から

除くことはできません。 

 

１か所でも囲いがない保管

予定場所がある場合、敷地面

積が保管場所の面積(300 ㎡)

となります。 

⇒届出必要 

保管場所として一体の場所

とみなせるような保管の場

合(道路等により保管場所が

分断されている場合等)、保

管場所の面積は合算した面

積(300 ㎡＝150 ㎡＋150 ㎡)

となります。 

⇒届出必要 

道
路 150m2 150m2 

保管予定場所（150m2） 保管予定場所（150m2） 
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４ 届出時期  

届出書は保管行為をする前に提出しなければなりません。 

なお、非常災害のために必要な応急措置として事業場外で保管を行った場合

は保管を行った日から起算して 14 日以内に、届出書を提出しなければなりませ

ん（法第 12 条第４項、法第 12 条の２第４項）。 

※  「非常災害のための必要な応急措置として行う場合」とは、非常災害（例

えば、地震や水害等）のためにそれまで保管していた場所が使えなくなり、

やむを得ず別の場所で保管する場合をいいます。 

 

５ 記載事項及び添付書類等  

（１） 記載事項（規第８条の２の４第１項、規第８条の 13 の５第１項） 

届出書は、次に掲げる事項を記載した様式第２号の４（特別管理産業

廃棄物については様式第２号の 10）を提出してください。 
 

◆ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

◆ 保管の場所に関する事項 

 所在地 

 面積 

 保管する（特別管理）産業廃棄物の種類 

 積替えのための保管上限※1 又は処分等のための保管上限※2 

 屋外において容器を用いずに保管する場合にあっては、その旨

及び（特別管理）産業廃棄物の高さの上限（最大保管高さ） 

◆ 保管の開始年月日 
 

※1 積替えのための保管上限の考え方（令第 6 条第 1 項第 1 号ホ、

令第 6 条の５第 1 項第 1 号ニ） 

 保管上限は１日当たりの平均的な搬出量に７を乗じて得られる

量をいいます。 

 保管上限は、面積や囲いの有無などから算出できる保管場所の 

構造上、保管可能な数量を超えてはなりません。 

※2 処分等のための保管上限の考え方（令第 6 条第 1 項第 2 号ロ(3)、

令第 6 条の５第 1 項第 2 号リ(3)） 

 保管上限は（特別管理）産業廃棄物に係る処理施設の 1 日当た

りの処理能力に相当する数量（規第７条の８で定める場合にあっ

ては、その数量）に１４を乗じて得られる数量をいいます。 
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（２）  添付書類等（規第８条の２の４第２項、規第８条の 13 の５第

２項） 

届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付してください。 
 

① 届出者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類 

◆  土地の登記事項証明書 

 ３か月以内に発行された原本に限る。 

◆  土地に係る賃貸借契約書その他の使用権原を証する書類の写し 

 保管の場所が届出者の所有する土地でない場合に必要。 

 使用目的に（特別管理）産業廃棄物の保管が明記されてい

ること。 

② 保管場所の平面図及び付近の見取図 

◆  保管の場所の平面図（添付書類例－１参照） 

 保管の場所の配置が確認できるよう寸法、縮尺等を記載す

ること。 

◆  付近の見取図 

 保管場所の位置を記載すること。 

 住宅地図等の写しでも可。 

③ その他 

◆  公図又は測量図 

 保管場所の面積が確認できるよう寸法、縮尺等を記載する

こと。 

◆  保管上限の算出根拠となる書面等（添付書類例－２参照） 

◆  最大保管高さの算出根拠となる書面等（添付書類例－３参照） 

  屋外において容器を用いずに行う保管がある場合に必要。 

 

６ 届出の変更等  

（１） 届出事項を変更する場合（法第 12 条第 3 項後段、法第 12 条の２第

3 項後段、規第８条の２の５第１項、規第８条の 13 の６） 

事業場外保管の届出を行った事業者は、届け出た事項を変更しようと

する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物事業

場外保管変更届出書（様式第２号の５、特別管理産業廃棄物については

様式第２号の 11）を横浜市長に提出しなければなりません。 
 

◆ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

◆ 変更の内容 
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◆ 変更の理由 

◆ 変更予定年月日 
 

※ 保管場所の所在地又は面積を変更する場合、変更後の保管場所を使

用する権原を有することを証する書類並びに保管場所の平面図及び付

近の見取図を添付しなければなりません（規第８条の２の５第２項、

規第８条の 13 の６）。 

 

（２） 保管をやめた場合（規第８条の２の６、規第８条の 13 の６） 

届出を行った事業者は、保管をやめた場合、当該保管をやめた日から

30 日以内に、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物事業場外保管廃止届

出書（様式第２号の６、特別管理産業廃棄物については様式第２号の 12）

を横浜市長に提出しなければなりません。 
 

◆ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名                        

◆ 保管場所の所在地 

◆ 廃止の理由 

◆ 廃止年月日 

 

７ 処理基準（保管）等  

（１） （特別管理）産業廃棄物の収集又は運搬にあたり、事業者が自ら当該廃

棄物を保管する場合は次に掲げる基準を満たして行わなければなりませ

ん（法第 12 条第１項、法第 12 条の２第１項、令第６条第１項第１号、

令第６条の５第１項第１号、規第 7 条の 3、規第 7 条の４、規第 8 条の

８、規第 8 条の 10 の 2、規第 8 条の 10 の３）。 
 

① （特別管理）産業廃棄物の保管は、積替えを行う場合を除き、行っては

ならないこと。 

② あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。 

③ 搬入された（特別管理）産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切

に保管できる量を超えるものでないこと。 

④ 搬入された（特別管理）産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出

すること。 

⑤ 周囲に囲い（保管する（特別管理）産業廃棄物の荷重が直接囲いにかか

る構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるも

のに限る。）が設けられていること。 

⑥ 見やすい箇所に（特別管理）産業廃棄物の積替えのための保管の場所で
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ある旨その他（特別管理）産業廃棄物の保管に関し必要な事項※を表示し

た掲示板（縦及び横が 60cm 以上）が設けられていること。 

※ その他（特別管理）産業廃棄物の保管に関し必要な事項とは、次に

掲げる事項です。 

 保管する（特別管理）産業廃棄物の種類（産業廃棄物に石綿含

有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん

等が含まれている場合は、その旨を含む。） 

 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 

 屋外において（特別管理）産業廃棄物を容器を用いずに保管す

る場合にあっては、最大保管高さ（下記⑦参照） 

 当該保管場所において保管することができる保管上限（下記⑩

参照） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ＜掲示板の表示例＞ 

⑦ 保管の場所から（特別管理）産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に

浸透し、並びに悪臭が発散しないように、措置※を講ずること。 

※ 措置とは、次の措置のことです。 

 （特別管理）産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがあ

る場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚

染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとと

もに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。 

 屋外において（特別管理）産業廃棄物を容器を用いずに保管す

る場合にあっては、積み上げられた（特別管理）産業廃棄物の

高さが、最大保管高さを超えないようにすること。 

○ 廃棄物が囲いに接しない場合 

囲いの下端から勾配 50％（約 26.5°）以下の高さ 

 

産業廃棄物(積替え)保管場所 

廃棄物の種類 廃プラスチック類、 

がれき類 

管理者の氏名

又は名称及び

連絡先 

△△工業（株） 

担当：横浜太郎 

横浜市○○区□□１－２ 

TEL 045-123-4567 

（内線 1234） 

最大保管高さ 1.5m 

保管上限 80m3 

60cm 以上 

60cm 

以上 



 

8 

○ 廃棄物が囲いに接する場合（直接負荷部分のある壁） 

囲いの内側２m は囲いの高さより 50cm の線以下とし、 

２m 以上の内側は勾配 50％以下の高さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 その他必要な措置 

⑧ 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生し

ないようにすること。 

⑨ 石綿含有産業廃棄物若しくは水銀使用製品産業廃棄物又は特別管理産

業廃棄物の保管を行う場合には、その他の物と混合するおそれがないよう

に、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。 

⑩ 保管する（特別管理）産業廃棄物の数量が、当該保管の場所における１

日当たりの平均的な搬出量に７を乗じて得られる数量を超えないように

すること（規第７条の４又は規第８条の１０の３で定める場合は除く）。 

 

（２） （特別管理）産業廃棄物の処分（埋立処分及び海洋投入処分を除く。）

又は再生にあたり、事業者が自ら当該廃棄物を保管する場合は上記７（１）

①～⑩の基準を満たすほか、次に掲げる基準を満たして行わなければな

りません（法第 12 条第 1 項、法第 12 条の２第１項、令第６条第１項

第２号ロ、令第６条の５第１項第２号リ、規第 7 条の６、規第７条の８、

規第 8 条の 1２の 2）。 

① （特別管理）産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行

うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管を行ってはならな

いこと。 

② 保管する（特別管理）産業廃棄物の数量が、当該（特別管理）産業廃棄

物に係る処理施設の１日当たりの処理能力に相当する数量に 14 を乗じ

て得られる数量（規第７条の８で定める場合にあっては、その数量）を超

えないようにすること。 
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（３） 保管場所が関係法令（農地法、都市計画法、都市緑地法等）に違反して

いる場合、又は違反しているおそれがある場合は、関係する担当部局へ

連絡することがあります。 



 

様式例－1 

- 届出記載例 - 

 

様式第二号の四（第八条の二の四、第八条の二の七関係） 

産業廃棄物事業場外保管届出書 

  ○年□月×日 

 横浜市長 殿 
 

届出者 
住 所 ○○市×××□－□ 
氏 名 ○○株式会社 

代表取締役 □□ □□ 

                     電話番号 ×××－×××× 

             

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律          の規定により、関係書類 

及び図面を添えて届け出ます。 

保

管

の

場

所

に

関

す

る

事

項 

所 在 地 横浜市○○区××□―□ 

面 積 ４２０m2 

保管する産業廃棄物の種類 
がれき類、廃プラスチック類、金属くず、 

木くず 

積替えのための保管上限又は  
処分等のための保管上限 

 

１３４m3 

屋外において容器を用いずに  
行 う 保 管 の 有 無 
（保管を行う場合にあっては 
規則第１条の６の規定の例に

よる高さのうち最高のもの）  

屋外において容器を用 

いずに行う保管の有無：有 

最大保管高さ：２．５ｍ 

保 管 開 始 年 月 日 ○年□月×日 

備考 
積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限には、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令第６条第１項第１号ホ又は第２号ロ（３）の規定により保管する

ことができる産業廃棄物の数量を記入すること。 

（日本産業規格 Ａ列４番） 

第 12 条第３項前段 
第 12 条 第 ４ 項  

届出者は元請業者で

す。押印は不要です。 

土地の登記事項証

明書、賃貸借契約書

などを添付してく

ださい。 

保管上限の算出根拠

となる書面、縮尺、寸

法等を記載した住宅

地図、測量図、公図、

見取図などを添付し

てください。 



 

様式例－2 

- 届出記載例 - 

 

様式第二号の五（第八条の二の五関係） 

産業廃棄物事業場外保管変更届出書 

 ○年□月×日 

 横浜市長 殿 
  

届出者 
住 所 ○○市×××□－□ 
氏 名 ○○株式会社 

代表取締役 □□ □□ 

                     電話番号 ×××－×××× 

            

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条第３項後段の規定により、関係書類及び 
図面を添えて届け出ます。 

変 更 の 内 容 

変 更 前 変 更 後 

屋外において容器を用い 

ずに行う保管の有無 ： 有 

最大保管高さ２．５ｍ 

屋外において容器を用い 

ずに行う保管の有無 ： 無 

 

変 更 の 理 由 

 

 

コンテナに産業廃棄物を保管するため 

変 更 予 定 年 月 日 ○年□月×日 

 
（日本産業規格 Ａ列４番）  

これまでの届出に

添付された書類に

変更があった場合

は、変更後の状況

を示した書類を添

付して下さい。 

届出者は元請業者で

す。押印は不要です。 



 

様式例－3 

- 届出記載例 - 

 
様式第二号の六（第八条の二の六関係） 

産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 

  ○年□月×日 

 横浜市長 殿 
 

届出者 
住 所 ○○市×××□－□ 
氏 名 ○○株式会社 

代表取締役 □□ □□ 

                     電話番号 ×××－×××× 

           

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条第３項前段の規定による届出に係る保管を 
やめたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の２の６の規定により 
届け出ます。 
 

保 管 場 所 の 所 在 地 横浜市○○区××□―□ 

廃 止 の 理 由 工事が終了し、産業廃棄物を保管しなくなったため 

廃 止 年 月 日 ○年□月×日 

 
（日本産業規格 Ａ列４番） 

 

 

 

 
 

 

届出者は元請業者で

す。押印は不要です。 



 

様式例－4 

- 届出記載例 - 

 

様式第二号の十（第八条の十三の五、第八条の十三の六関係） 

特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 

  ○年□月×日 

 横浜市長 殿 
  

届出者 
住 所 ○○市×××□－□ 
氏 名 ○○株式会社 

代表取締役 □□ □□ 

                     電話番号 ×××－×××× 

    

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律            の規定により、関係書類 

及び図面を添えて届け出ます。 

保

管

の

場

所

に

関

す

る

事

項 

所 在 地 横浜市○○区××□―□ 

面 積 ３５０m2 

保管する特別管理産業廃棄物の種類 廃石綿等 

特別管理産業廃棄物に係る

積替えのための保管上限又は  
処分等のための保管上限 

 

３０m3 

屋外において容器を用いずに  
行 う 保 管 の 有 無 
（保管を行う場合にあっては 
規則第１条の６の規定の例に

よる高さのうち最高のもの）  

屋外において容器を用いずに 

行う保管の有無 ： 無 

保 管 開 始 年 月 日 ○年□月×日 

備考 
特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限には、廃棄

物の処理及び清掃に関する施行令第６条の５第１項第１号ニ又は同項第２号リ（３）の規定に

より保管することができる特別管理産業廃棄物の数量を記入すること。 
 

（日本産業規格 Ａ列４番）  

第 12 条の 2 第 3 項前段 
第 12 条の 2 第 4 項  

届出者は元請業者で

す。押印は不要です。 

土地の登記事項証

明書、賃貸借契約書

などを添付してく

ださい。 

保管上限の算出根拠

となる書面、縮尺、寸

法等を記載した住宅

地図、測量図、公図、

見取図などを添付し

てください。 



 

様式例－5 

- 届出記載例 - 

 

様式第二号の十一（第八条の十三の六関係） 

特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 

  ○年□月×日 

 横浜市長 殿 
  

届出者 
住 所 ○○市×××□－□ 
氏 名 ○○株式会社 

代表取締役 □□ □□ 

                     電話番号 ×××－×××× 

                

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条の２第３項後段の規定により、関係書類及び

図面を添えて届け出ます。 

変 更 の 内 容 

変 更 前 変 更 後 

保管場所の面積 

４２０m2 

 

保管場所の面積 

５００m2 

 

変 更 の 理 由 

 

 

 

隣接する土地を購入し、保管場所と 

するため 

変 更 予 定 年 月 日 ○年□月×日 

 
（日本産業規格 Ａ列４番）  

届出者は元請業者で

す。押印は不要です。 

これまでの届出に

添付された書類に

変更があった場合

は、変更後の状況

を示した書類を添

付して下さい。 



 

様式例－6 

- 届出記載例 - 

 

様式第二号の十二（第八条の十三の六関係） 

特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 

  ○年□月×日 

 横浜市長 殿 
  

届出者 
住 所 ○○市×××□－□ 
氏 名 ○○株式会社 

代表取締役 □□ □□ 

                     電話番号 ×××－×××× 

                

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条の２第３項前段の規定による届出に係る 
保管をやめたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の 13 の６にお 
いて準用する同令第８条の２の６の規定により届け出ます。 
 

保 管 場 所 の 所 在 地 横浜市○○区××□―□ 

廃 止 の 理 由 
工事が終了し、特別管理産業廃棄物を保管 

しなくなったため 

廃 止 年 月 日 ○年□月×日 

 
（日本産業規格 Ａ列４番）

届出者は元請業者で

す。押印は不要です。 



 

 

‐保管場所の平面図記載例‐ 

 
 
 

 
     保管面積：２０×２３－８×５＝４２０（ｍ2） 

※  保管面積＝(敷地面積）－（建物面積） 

 

道路 

８ｍ 

８ｍ 

６ｍ 

木くず 

２０ｍ 

駐車場  

 

５ｍ 

出入口 

１０ｍ 

事務所 がれき類 

１０ｍ 

コンテナ(８㎥) 

コンテナ(８㎥) 

廃プラスチック 

コンテナ(８㎥) 

廃プラスチック 

金属くず 

２３ｍ 

添付書類例－１ 



 

‐保管上限の算出根拠書面記載例‐ 

（週単位で搬出計画を立てる場合） 

 

下記表より、保管上限を１３４㎥と算出。 
 

産業廃棄物

の種類 
保管容器 

１週間の搬出計画 
1 日当たりの

平均搬出量 
保管上限 1 回当たり

の搬出量 
頻度 総量 

がれき類 なし 
１６．６ 

㎥/回 
５回/週 ８３㎥ １１．８６㎥ ８３㎥ 

木くず なし ９㎥/回 ３回/週 ２７㎥ ３．８６㎥ ２７㎥ 

金属くず 
コンテナ 

（８㎥、１個） 
８㎥/回 １回/週 ８㎥ １．１４㎥ ８㎥ 

廃プラ 
コンテナ 

（８㎥、２個） 
８㎥/回 ２回/週 １６㎥ ２．２９㎥ １６㎥ 

合計 
    １９．１５㎥ １３４㎥ 

 

【注意事項】 

保管上限は、１日当たりの平均搬出量の７日分となります。なお、面積や囲い

の有無などから算出できる保管場所の構造上、保管可能な数量を超えてはなりま

せん。 

保管上限 

【参考】関連通知（抜粋） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について」 

（厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長 衛環第 37 号、平成 10 年５月７日） 

第 7 廃棄物の保管基準に関する事項 

４ 産業廃棄物の積替えに係る保管数量の制限 

収集運搬に伴う保管は、積替えを目的として一時的に行われるもののみを認めて
おり、不適正処理につながる過大な保管を防止するため、積替えのための保管の場
所(以下「保管の場所」という。)において保管することができる産業廃棄物の数量
(以下「積替えのための保管上限」という。)を保管の場所における平均的な搬出量の
7 日分と設定したこと。なお、保管の場所からの産業廃棄物の搬出量は日々変動が
あることから、平均的な搬出量は次のとおり取り扱うこと。 

   (1) 平均的な搬出量とは、前月の産業廃棄物の総搬出量(産業廃棄物収集運搬業者又
は特別管理産業廃棄収集運搬業者の場合には、法第 14 条第 11 項又は第 14 条
の 4 第 12 項において準用する法第 7 条第 11 項の規定に基づき毎月末までに帳
簿に記載する保管の場所ごとのその前月中の搬出量)を前月の総日数で除して得
た数量とすること。なお、この「前月の産業廃棄物の総搬出量」は、複数の産業廃
棄物を取り扱う保管の場所にあっては、これらの産業廃棄物の前月の総搬出量の
合計量とすること。 

   (2) 新たに保管の場所の使用を開始する場合又は使用を休止していた保管の場所の
使用を再開する場合にあっては、上記(1)の搬出量が算定できるようになるまで
は、計画搬出量をもって平均的な搬出量を算出すること。 

添付書類例－2 



 

‐最大保管高さの算出根拠書面記載例‐ 

 がれき類、木くずは屋外において容器を用いずに保管するため、下図より最

大保管高さ２．５ｍと算出。その他の産業廃棄物は、容器を用いて保管するため、

最大保管高さの適用なし。 

 

 

（木くず）～長方形の保管場所の場合～

 
   

２．５ｍ 

５ｍ 

勾配５０％（約２６．５°） 

（がれき類）～正方形の保管場所の場合～ 

【保管場所の構造上、保管可能な数量】 

保管可能な数量は、この

場合、正四角すいの体積

です。（底面積×高さ÷３

で求められます。） 

５ｍ 

１０ｍ 

１０ｍ 

２．５ｍ 

６ｍ ６ｍ 

２ｍ 

８ｍ  

３ｍ 

１．５ｍ 

３ｍ 

勾配５０％（約２６．５°） 

Ａ Ａ’ Ｂ 

保管可能な数量は、左図の

ように３分割し、Ａ+Ａ’

の部分（正四角すいになる

部分）とＢ部分（三角柱）

の合計の体積です。 

具体的には、短辺×短辺×

高さ÷３＋短辺×高さ÷

２×（長辺―短辺）となり

ます。 
【保管場所の構造上、保管可能な数量】

 

３ｍ 

１．５ｍ 

１０×１０×２．５÷３=８３（㎥） 

６×６×１．５÷３＋６×１．５÷２×（８-６）=２７（㎥） 

添付書類例－3 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 提出・問合せ先 ― 

横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課管理係 

〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 市庁舎 23 階 

電話：045－671－3446  FAX：045－663－0125 


